
「資格情報のお知らせ」と「個人番号（マイナンバー）」確認のお願い

被保険者・被扶養者の皆さまへ

2024年12月2日より、現行の健康保険証に替えて、原則マイナンバーカードと健康保険の資格情報を紐付けた
「マイナ保険証」を使用して医療機関等を受診する仕組みになります。

これに先立ち、厚生労働省からの通達に基づき、全加入者に対し事業主経由で
「資格情報のお知らせ」および「個人番号（マイナンバー下4桁）」の通知をお届けします。
（任意継続保険被保険者へはお自宅宛に郵送いたします）

これは、当組合が登録している加入者皆さまのマイナンバーの「下4桁」をお知らせし、皆さま自身が情報の
正確性を確認することにより、安心してマイナ保険証をご利用いただくことを目的としています。

通知がお手元に届きましたら、記載内容に誤りがないことをご確認ください。

「資格情報のお知らせ」の右下の部分は、破線でカードサイズに切り離せる仕様です。
保険証の記号・番号が記載されているので、捨てずに「マイナ保険証」と一緒に保管してください。
　・「マイナ保険証」が読み取れないときに医療機関等に提示してください（このお知らせだけでは受診できません）
　・健診申込書等、提出物の記号・番号記載時にご利用ください

なお、9月3日時点で当健保未加入の方、マイナンバー未提出の方については本通知は交付されません。
12月2日以降の交付を予定しております。

ご不明な点は健康保険組合までお問い合わせください。

サザビーリーグ健康保険組合
TEL：03-5412-1827


